
  

●9月12日、高松高裁でビキニ国賠訴訟で第

3回口頭弁論が行われ原告代理人梶原守光弁

護士は早々と被災調査を打ち切りその後も資

料を隠した政府は、その不法行為を認め謝罪

と救済をと、最終弁論。8月1日にガン宣告

を受けた増本和馬原告団長は、核実験での被

爆は今後あってはならない、国はいつまで私

たちを無視し続けるのか。裁判官は 

正しい事を正しく判断をと報告集会 

で語りました。（しんぶん赤旗9/13） 

●ビキニ事件の早 

期沈静化を図る 

日米両政府が 

7億 2千万円で政治決着を図った際、 

被害を受けた船主や船員に補償金が 

全額わたらず、配分を担った「日本 

鰹鮪漁業協同組合(ニッカツ)が天引き・闇 

不正をしたことが「室戸岬船員同志会」や 

「日鰹連史」等の資料で明らかになり、その 

使途について新たな疑惑が生まれています。 

吉良富彦事務所855-9439愛宕商店街 

議会控室       823-9524 県議会内 

 

無料法律･生活相談 

●10月 9日(水)午後６時～８時  
●場所：愛宕商店街 吉良事務所 

●相談者：皿田幸憲弁護士(よつば法律事務所) 

予約電話：088-823-9524 お気軽にご相談を。 


